
 

 
Ⓒ 2024 Nagashima Ohno & Tsunematsu 

 

2024年６月 No.93 

銀行の外国子会社の業務範囲規制と具体的事案の取扱い 
弁護士 佐々木 修 
弁護士 大野 一行 

はじめに 

 2021年 11月 22日に施行された「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して
金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第 46号）（以下
「改正法」）による銀行法（昭和 56年法律第 59号）の改正では、銀行の業務範囲規制や銀行及び銀行持株会社
の外国子会社の業務範囲規制等の見直しが図られました。 
 銀行又は銀行持株会社が他社の買収を行う場合には銀行法上の子会社業務範囲規制に抵触しないかが問題とな
るところ、買収実行前に対象会社及びそのグループ会社の業務の内容を全て確認することは困難な場合があり得
ますが、改正法により外国の会社を買収する場合においては業務範囲規制の適用について一定の猶予がなされる
ことになりました。外国子会社の業務範囲規制の改正の具体的な内容については、当事務所のニュースレター1に
おいて取り上げておりますが、以下では、その概要を確認した上で、具体的事案での取扱いを説明します 2。 
 

外国子会社の業務範囲規制の概要 

 まず、銀行の外国の子会社も銀行法上の業務範囲規制の対象となります。そして、銀行法においては、ある会社
が 50％超の議決権を保有している会社は「子会社」に該当するところ、当該会社の子会社も「子会社」に該当す
ることとなっています 3。そのため、銀行がある会社の議決権の 50％超を取得し、当該会社を子会社とする場合
に、当該会社が直接又は間接に 50％超の議決権を保有する会社がある場合にはそれらの会社も銀行の子会社に該
当し、原則として銀行法上の業務範囲規制の対象となります。 
この点、銀行が、外国銀行など外国の会社であって、銀行が子会社とすることができる子会社対象会社など 4を

子会社とする場合において、当該会社が直接又は間接に 50％超の議決権を保有する外国子会社については、銀行
法第 16 条の２第１項に規定する業務範囲規制に抵触する場合であっても、一律に、買収後 10 年間は業務範囲規
制の適用が猶予されています 5。かかる制度の趣旨は、「国際競争力の強化を目指す銀行・銀行グループによる機動

 
1 https://www.noandt.com/publications/publication20221005-1/ 
2 銀行持株会社が外国の会社を子会社とする場合も同様の規律となっていますので（銀行法第 52条の 23参照）、以下では、銀行が外
国の会社を子会社とする場合を念頭に説明します。 
3 銀行法第 2条第 8項 
4 具体的には、子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社を指します。子会社対象外国会社とは、①銀行法第 16条の２第１
項第７号から第 10号までに掲げる会社（すなわち、銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業を営む外国の会社）、②同項第 11
号・第 15号に掲げる会社（すなわち、従属業務会社、金融関連業務会社又は銀行業高度化等会社）のうち外国の会社であるもの、③
持株会社（子会社対象会社を子会社としている会社に限ります。なお、外国の会社に限定されていません。）又は④外国の会社であっ
て持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの（子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除きます。い
わゆる、外国のホールディングカンパニー）をいいます。外国特定金融関連業務会社については、後述します。 
5 銀行法第 16条の２第６項第１号 

https://www.noandt.com/publications/publication20221005-1/
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的な買収を実現し、現地において一体として付加価値を創造してきた外国会社・外国会社グループを不合理なかた
ちで分離・解体することを強いられないようにする観点から、子会社対象外国会社等を子会社とすることにより子
会社対象会社以外の会社を子会社とした場合、業務範囲規制にかかわらず、当該会社を 10年間子会社とすること
ができるようにするものである。」との説明がなされています 6。そして、買収後については、 
① 現地における競争上の必要性（以下「競争力要件」）があれば、内閣総理大臣の承認（以下「恒久化承認」）

を受けることで、期間の制限なく、継続的に、当該外国の子会社を保有することが可能です 7。 
② 恒久化承認を受けていない場合でも、やむを得ない事情があると認められる場合には、銀行が申請すること

により、当該外国の子会社を子会社とすることができる期間について１年ごとの延長が認められる可能性
があります（以下「期間延長」）8。 

 また、一般事業を兼営する、外国において金融に関連する事業を営む会社を念頭に置いた例外として、外国特定
金融関連業務会社 9を子会社とする場合についても、一律に、買収後 10 年間は業務範囲規制の適用が猶予されて
います 10。そして、外国特定金融関連業務会社の買収後については、上記①及び②と同様の取扱いがなされていま
す 11。なお、銀行が、外国特定金融関連業務会社だけを子会社とする場合、内閣総理大臣の事前の認可が必要とな
ります 12。 
 さらに、銀行は、内閣総理大臣の事前の認可を受けることで、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外
国特定金融関連業務会社によって、業務範囲規制に抵触する外国の会社（外国特定金融関連業務会社を除きます。）
を子会社とすることができるとされています 13。 
 

競争力要件について 

 上記①のとおり、業務範囲規制に抵触する外国の会社を期間の制限なく保有することについての承認を受けるた
めには、競争力要件を満たす必要があります。その具体的な内容は、以下のとおりです 14。 

(1) 銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力（外国特定金融
関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。）の
確保その他の事情に照らして、当該銀行が子会社対象会社以外の外国の会社（外国特定金融関連業務会社を
除く。）を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合 

(2) 銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の
事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要である
と認められる場合 

  
 

6 主要行等向けの総合的な監督指針 V-3-3-5(5) 
7 銀行法第 16条の２第８項、第９項 
8 銀行法第 16条の２第 10項 
9 金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社と定義され、現時点では、銀行法施行規則（昭和 57年大蔵省
令第 10号）第 17条の４の４において、貸金業、クレジットカード業、割賦販売業、前払式支払手段発行業・販売業、リース業が規
定されています（なお、前払式支払手段発行業・販売業については、2024年５月 18日に施行された銀行法施行規則等の一部を改正
する内閣府令（令和６年内閣府令第 57号）により追加されました。）。なお、「主として」という要件については、総収入の 50％以上
をこれらの業務から生じる収入が占めているか否かで判断されます（主要行等向けの総合的な監督指針 V-3-3-5(4)参照）。 
10 銀行法第 16条の２第６項第２号 
11 銀行法第 16条の２第８項～第 10項 
12 銀行法第 16条の２第７項・第４項 
13 銀行法第 16条の２第 11項 
14 銀行法第 16条の２第９項各号 
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 これを図示すると、以下のとおりです。 

 
 

 
 

具体的事案の取扱い 

 具体的な事案に当てはめてみたいと思います。 
 

① 銀行が外国銀行を買収しようとするところ、当該外国銀行が一般事業を営む外国の会社 15を子会社としてい
 

15 銀行法第 16条の２第１項各号に掲げる会社や外国特定金融関連業務会社に該当しないことを前提とします。以下同様です。 
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る場合 

外国銀行は、銀行法第 16条の２第１項第７号に掲げる会社に該当することから、銀行はこれを子会社とするこ
とができます。また、当該外国銀行は子会社対象外国会社に該当することから、当該外国銀行が子会社とする一般
事業を営む外国の会社については、銀行が買収した日から 10 年を経過する日までの間は、銀行法第 16 条の２第
１項の業務範囲規制は適用されません 16。この場合、銀行は、当該外国銀行を子会社とすることについて、事前に
内閣総理大臣の認可を受ける必要があります 17。また、銀行は、買収後 10年を経過する日までに、当該一般事業
を営む外国の会社について、恒久化承認又は期間延長を受ける必要があります 18。 

 

② 銀行が外国のホールディングカンパニーを買収しようとするところ、当該外国のホールディングカンパニー

が外国銀行及び一般事業を営む外国の会社を子会社としている場合 

外国銀行は、銀行法第 16条の２第１項第７号に掲げる会社に該当することから、銀行はこれを子会社とするこ
とができます。また、外国のホールディングカンパニーは子会社対象会社である外国銀行を子会社としていること
から子会社対象外国会社に該当するため、当該外国のホールディングカンパニーが子会社とする一般事業を営む外
国の会社については、銀行が買収した日から 10 年を経過する日までの間は、銀行法第 16 条の２第１項の業務範
囲規制は適用されません 19。この場合、銀行は、当該外国銀行を子会社とすることについて、事前に内閣総理大臣
の認可を受ける必要があります 20。また、銀行は、買収後 10年を経過する日までに、当該一般事業を営む外国の
会社及び当該外国のホールディングカンパニーについて、恒久化承認又は期間延長を受ける必要があります 21。 

 

③ 銀行が外国特定金融関連業務会社 A を買収しようとするところ、当該外国特定金融関連業務会社 A が外国

特定金融関連業務会社 Bを子会社としている場合 

外国特定金融関連業務会社 Aは、銀行法第 16条の２第１項各号に掲げる会社には該当しないものの、銀行が買
収した日から 10 年を経過する日までの間は、銀行法第 16 条の２第１項の業務範囲規制は適用されません 22。ま
た、当該外国特定金融関連業務会社 Aは子会社対象外国会社に該当することから、外国特定金融関連業務会社 Bに
ついては、銀行が買収した日から 10 年を経過する日までの間は、銀行法第 16 条の２第１項の業務範囲規制は適
用されません 23。この場合、銀行は、当該外国特定金融関連業務会社 Aを子会社とすることについて、事前に内閣
総理大臣の認可を受ける必要があります 24。また、銀行は、買収後 10年を経過する日までに、当該外国金融関連
業務会社 A及び当該外国特定金融関連業務会社 Bについて、恒久化承認又は期間延長を受ける必要があります 25。 

 

④ 銀行が既に子会社としている外国銀行が、一般事業を営む外国の会社を買収しようとする場合 

一般事業を営む外国の会社は、銀行法第 16条の２第１項各号に掲げる会社には該当しない場合でも、銀行が既
に子会社としている外国銀行は子会社対象外国会社に該当することから、銀行は、事前に内閣総理大臣の認可を受
けたときは、当該一般事業を営む外国の会社を子会社とすることができます 26。 

 
16 銀行法第 16条の２第６項第１号 
17 銀行法第 16条の２第４項。当該一般事業を営む外国の会社について、銀行は、事前の認可を求められませんが、事前の届出が必要
となります（銀行法第 53条第１項第８号・銀行法施行規則第 35条第１項第 10号）。 
18 銀行法第 16条の２第８項又は第 10項 
19 銀行法第 16条の２第６項第１号 
20 銀行法第 16条の２第４項。当該一般事業を営む外国の会社及び当該外国のホールディングカンパニーについて、銀行は、事前の認
可を求められませんが、事前の届出が必要となります（銀行法第 53条第１項第８号・銀行法施行規則第 35条第１項第 10号）。 
21 銀行法第 16条の２第８項又は第 10項 
22 銀行法第 16条の２第６項第２号 
23 銀行法第 16条の２第６項第１号 
24 銀行法第 16条の２第７項・第４項。外国特定金融関連業務会社 Bについて、銀行は、事前の認可を求められませんが、事前の届出
が必要となります（銀行法第 53条第１項第８号・銀行法施行規則第 35条第１項第 10号）。 
25 銀行法第 16条の２第８項又は第 10項 
26 銀行法第 16条の２第 11項 
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最後に 

 以上のように、銀行が外国の会社を買収する場合の業務範囲規制については一定の猶予が認められることになり
ました。もっとも、銀行法上の銀行の子会社業務範囲規制は複雑であり、実際には個別の事案における具体的な事
情を踏まえた検討が必要となる点に留意が必要です。 

 
2024年６月 5日 
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